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午前１１時１９分 開会 

○田村委員長 ただいまより議会運営委員会を開会いたします。 

 それでは、協議事件１番、市議会３月定例会の日程についてを議題といたします。 

 前回の議運の場で、３月定例会の日程案をお示ししております。これにつきまして、各

会派持ち帰りで御確認をいただいたところでございますが、確認をさせていただきたいと

思います。この日程について何か御意見等ございませんでしたでしょうか。 

〔「なし」と声あり〕 

○田村委員長 じゃあ、各会派これで了解ということでよろしいですか。 

〔「はい」と声あり〕 

○田村委員長 では、確認のほうさせていただきました。ありがとうございます。 

ここで執行部の皆さん御退席をお願いします。ありがとうございました。 

 それでは、議会運営委員会を続行いたします。 
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協議事件２番、陳情賛同議員に係る申し合わせ事項について、資料２と３についてお願

いをいたします。これにつきましては、前議運におきまして陳情賛同議員に係る、そうい

った文章について、事務局のほうに提出をお願いしておりました。これについての説明を

お願いしたいと。 

事務局お願いをいたします。 

○先灘議会事務局長 １７日の議会運営委員会のときに、ごらんのとおり遠藤議員のほう

から意見がございました。陳情賛同議員が当該陳情の所管委員会、要するに賛同議員が委

員会の委員である場合、陳情の内容や賛同理由の説明にあたって、委員会の中で委員とし

て発言しているではないかという御意見でございました。改めまして、賛同議員の賛同理

由の陳述について、どういうふうな運営にするかということを御協議いただきたいと思い

ますが、それにあたりまして、資料２と３でございますが、まず、資料３につきましては、

これは基本条例と、それから陳情等の審査にあたりまして、このような取り扱い案が出さ

れまして決定した過程がございます。その中で、下のほうの委員会での陳情審査の⑦のと

ころでございますが、賛同議員に原則説明を求めるという確認をしております。それから、

資料２に戻っていただきますが、陳情賛同議員に係る申し合わせ事項の黒丸の２番目、こ

れは陳情賛同議員については、陳情の内容や賛同した理由を説明するということを、平成

２６年９月８日の議会運営委員会で確認をしておりますし、それから、先だっての１１月

２６日の議会運営委員会では、陳情提出者が参考人として、委員会で説明をする場合には、

賛同議員は賛同した理由のみを説明するということを確認しております。それから、その

下でございますが、委員は、陳情賛同議員に対し質疑することができるということを、平

成２７年３月２日の議運で確認をしております。このいずれの陳情賛同議員の解釈としま

しては、当該委員会の委員であろうが、それから委員外議員で扱われます陳情賛同議員、

そういう垣根もなしに賛同議員が説明するという確認をしておりまして、今回のような委

員会の委員の方を賛同議員の方と区別しているという議論はこれまでしておりませんので、

こういう意見がござましたので、今後どういうふうな運営にするかというのを皆さんで御

議論いただきたいと思います。以上でございます。 

○田村委員長 はい、ありがとうございます。 

協議事件２番につきましては、前回の議運の場で番外発言、遠藤議員のほうからござい

ました。それについてどのように取り扱うかという確認でございます。先ほど説明もござ

いましたが、この資料２、３にわたりまして過去の経緯等鑑みて、いわゆる賛同議員が担

当の所管委員会の委員である場合、ない場合、そういったことの制限というのは特にない

ということの説明がございました。これについての委員の皆様からの意見を頂戴したいと

思います。順番でいきましょうか。 

前原委員。 

○前原委員 わたくしはですね、基本的には申し合わせ事項に沿っていかなければいけな

いということなので、それの内容を読むと、陳情賛同議員に関しては、発言を許されては

おりますので、たとえ所管の委員であっても賛同理由をその場で述べてもいいのではない

かなと思っております。ただ、基本的には各委員会において委員長の差配で決まることだ

と思いますので、委員長の差配の中でコントロールしてもらえばと思っておりますので、

このまま現行どおりでお願いしたいなと思っております。 
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○田村委員長 はい、ありがとうございます。 

それでは、岡田委員。 

○岡田委員 私のほうは、賛同議員さんがそこに至った場合、賛同議員の方が当該委員会

ではないので、別席から発言をされるということで、委員会のメンバーのときには賛同議

員ではあるんですけれども、その委員会の流れの中で当然、質疑、討論あるわけです。そ

の中で、表明されれば同じことなのかなという感じがいたしますので、特別に外で別個に

しゃべるというよりは委員会の中で賛同議員の方はお話になるというのでいいのかなとい

う感じはいたします。 

○田村委員長 尾沢委員。 

○尾沢委員 私も賛同議員は賛同理由を述べていただくということで、委員であろうと、

そうでなかろうと、陳情に関しての賛同理由は述べていただいて結構だろうというふうに

思ってます。 

○田村委員長 では伊藤委員。 

○伊藤委員 私も申し合わせ事項どおり、現行どおりでよいと思っています。しかし、賛

同理由を述べる際に、明確に論点を整理して述べていただきたいなと思っております。以

上です。 

○田村委員長 はい、ありがとうございました。 

それでは西川委員。 

○西川委員 私も従来どおりでかまやしないと思ってます。賛同議員がちょっと外れるよ

うなことを含めて、いろいろ論議がありましたけども、それは委員長の判断です。委員長

がきちんと指摘したり、やめさせることもできますからね。そこはそれなりにきちっとや

ってほしいということです。 

○田村委員長 で、別建てで説明することには…。 

〔「オーケーです」と西川委員〕 

○田村委員長 わかりました。 

 では、国頭委員。 

○国頭委員 私も今までどおりですね、担当委員会の委員であっても、賛同議員にはなる

ことができますので、そういった形で賛同理由をしっかりと述べるべきだと思いますので、

従来どおりでいいと思います。 

○田村委員長 はい、ありがとうございます。 

 岡村委員。 

○岡村委員 私も従前の申し合わせどおりですね、賛同理由を述べるということでやって

いくということでいいと思います。 

○田村委員長 はい、ありがとうございます。 

おおむね意見出そろいましたが、皆さん従来どおり、申し合わせ事項に沿ってというこ

とでございましたが、岡田委員については…。 

○岡田委員 皆さんがそのようにおっしゃるのであれば…。私は賛同議員の方がその委員

会の中におられて、初めのところで委員会以外の方々が述べられるときに同じように述べ

るということのようですけども、別にそれは担当委員会のメンバーであれば、質疑なり討

論のところで当然ですけども、その賛同理由というのは委員会のメンバーですんで、十分
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述べていただくことはできると思って、最初の時点で別に個別に話をすることはないのじ

ゃないかなという考えはありましたけれども、皆さんがそれでいいと、いわゆる従前どお

りでいいということであれば、皆様のお考えに従います。 

○田村委員長 よろしいでしょうか。 

では、本件につきましては、従来どおり、従来の申し合わせ事項に沿って、これまでど

おり別建てで賛同理由を述べていただくということを続行するということを確認いただく

ということでよろしゅうございますか。 

〔「はい」と声あり〕 

○田村委員長 よろしいですか。 

〔「はい」と声あり〕 

○田村委員長 ありがとうございます。 

先ほど意見の中にもやっぱり各担当の委員長の差配によるものということが、私も全て

だと思っておりますし、論点を整理して簡潔に述べていただくということも再度確認をし

たいと思います。いずれにいたしましても、規範意識の中で各会派で再度確認をしていた

だいて、そういった問題が今後また発生して、このような同様の議論が行われることがな

いように再度徹底をしていただきたいと思います。 

これについても各会派の皆さんよろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○田村委員長 よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。 

続きまして、協議事件３番、その他でございます。次回の議会運営委員会の開催につい

てでございます。次回議会運営委員会は、令和２年１月２２日、水曜日、午前１０時から

開催したいと思います。議題は通年議会についての引き続きの議論を行いたいと思います。 

御確認よろしいでしょうか。 

〔「はい」と声あり〕 

○田村委員長 よろしいですね。 

ほかに委員の皆様、御意見などございませんでしょうか。 

〔「ありません」と声あり〕 

○田村委員長 じゃあ議長何か。 

○渡辺議長 ありません。 

○田村委員長 わかりました。 

それでは、以上をもちまして議会運営委員会を閉会いたします。 

午前１１時３１分 閉会 
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